
＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○共同作業による水稲の病害虫防除・集落ぐるみの農地保

全と農作業体験を通じた食育活動

１．集落協定の概要
いびぐん いびがわちょう

市町村･協定名 岐阜県揖斐郡揖斐川町 広瀬北
ひろせきた

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
4.9ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 0％
103万円 共同取組活動 農用地の維持管理等 100％

協定参加者 農業者15人、学校1（坂内小学校）

２．取組に至る経緯

広瀬北区は、当町の市街地から25ｋｍ北西に位置しており、急峻な山々に囲まれ

た坂内地区の中心部に位置する。

ほ場は、昭和年間の耕地整理により、５ｈａ区画に整理されたが、１ほ場の面積

は平均20ａ程度の典型的な中山間地であり、大きな畦畔の管理と農作物の獣害に苦

慮していた。このような中、集落では直接支払交付金を活用して農業生産における

条件不利の解消、農地の保全、農業用水等の管理に積極的に取り組むこととなった。

３．取組の内容

当地区においては、イノシシによる農作物被害が多発していたため、平成12年度か

ら中山間地域等直接支払交付金を活用して圃場の全域に電気柵を設けた。また、漏電

防止として必要な畦畔の草刈り作業を軽減するため、草抑えのマットも導入した。

水稲の病害虫防除については、共同作業により効率化を図り、集落全体で徹底した

防除が行われている。

さらに、体験農園のためのほ場を準備し、地元小学生による餅米の栽培も行ってい

る。春の田植えと秋の稲刈り、餅つきと試食を体験することにより農業者と児童の交

流が深まり、食育が実践されている。

今後は、高齢化による耕作放棄地の増加が懸念されることから、認定農業者や営農

組合に農地が集積され継続的な営農ができることを検討する段階にある。

抑草マットの設置状況 地元小学生の稲刈り体験



［集落の将来像]
○ 畦畔の電気柵及びその下に敷くマットを整備し、草刈り等の作業を容易にする。
○ 農用地周辺の低木を伐採し、病害虫防除を効率的に行う。
○ 自然生態系の保全学習のため、地元小学生による稲作り体験を実施する。
○ 鳥獣害防止対策を行い、農作物被害防止に努める。
○ 認定農業者と営農組合に利用権設定を行い農地の集積を進める。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 共同取組による草刈り（農道：年2回、水路：年2回） ○ 獣害防止電気柵の設置
○ 稲作り体験による自然生態系の保全学習 ○ 病害虫防除の共同化
［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産の体制整備

農地の耕作・管理（田5ha） 自然生態系の保全 農作業の共同化
・地元小学生による農作 病害虫防除を共同で実施
業体験（田植え・稲刈り）

個別対応 ・餅つき体験と試食 共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理 農業生産活動の効率化
・水路3km、年1回 獣害防止電気柵の設置

清掃、草刈り 除草における課題の払拭
・農道 年2回 見回り

共同取組活動 共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（年2回及び随時）

共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等

電気柵の設置により、有害鳥獣による被害は激減した。

電気柵の下の草刈り作業を軽減する抑草マットは坂内地区では始めて導入され、

その効果が絶大であることから、他の集落でも導入されるようになった。

地元小学生による稲作り体験や餅つき等の開催で集落と小学生の交流が深まった。

今後の課題は、認定農業者と営農組合に農地を集積することで耕作放棄地の未然

防止に努めることである。

[平成21年度までの主な成果]

○ 電気柵の設置や抑草マットの導入、共同防除等の共同活動を積極的に行うことで、集落全体

での効率的な農地保全への意識が高まった。

○ 地元小学生との農作業体験による交流は、児童と農業者がふれあう良い機会となっており、

農業者自身も楽しみとする恒例行事となっている。


